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１．新型コロナウイルス感染症への対応について



障害者施設等に係る新型コロナウイルス感染症への主な対応①

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する状況にあっても、障害児者やその家族の日常生活を支えるため、施設・

事業所において感染拡大防止対策を徹底しつつ、障害福祉サービス等の提供を継続できるよう支援。

基 本 的 な 考 え 方

主 な 取 組

( 1 ) 施 設 ・ 事 業 所 に お け る 感 染 防 止 の 徹 底 等

① 日 頃 か ら の 感 染 症 対 策 の 強 化 等
○感染症の発生及びまん延防止のための委員会の開催、指針や業務継続計画の整備、訓練の実施の義務付け

【令和3年度障害福祉サービス等報酬改定】*３年間(令和３年度～５年度）は努力義務

○感染予防・拡大防止対策に関するマニュアル、感染者等発生時の業務継続ガイドラインを作成・周知

② 高 齢 者 施 設 等 （ 障 害 者 支 援 施 設 を 含 む ） へ の 重 点 的 な 検 査 の 実 施
○すべての都道府県等において集中的実施計画を策定した上で、入所系の障害者施設等及び通所系・訪問系の障害福祉サービス事業所

について、集中的検査を実施することを要請。【令和４年９月12日事務連絡】

※ 集中的実施計画を作成し集中的検査を実施する場合は、抗原定性検査キットを国から無償配布。

③ 新 型 コ ロ ナ ワ ク チ ン 接 種 に 係 る 対 応
○ 障害者支援施設等の入所者及び従事者へのワクチン接種について、実施方法等の基本的な考え方を市町村等に周知。

また、接種時等の合理的配慮について市町村等に依頼。【令和3年２月19日事務連絡ほか】

① 感染症が発生した場合の継続支援等【令和３年度予算：12億円、令和３年度補正予算：36億円、令和４年度補正予算：36億円】

○ 感染者・濃厚接触者が発生した施設・事業所について、都道府県等による事業継続支援に係る以下の経費等を補助

・サービス提供の継続に必要となる経費（施設等の消毒や清掃に要する費用等）

・当該施設・事業所と連携、協力する施設、事業所等にて必要となる経費

（利用者受入に必要となる人材確保のための職業紹介料、応援職員の派遣に必要となる旅費・宿泊料等）

( 2 ) 感 染 発 生 時 の 対 応 の 支 援 等



障害者施設等に係る新型コロナウイルス感染症への主な対応②

主 な 取 組

② 都道府県における感染発生時の応援体制の構築【令和３年度予算:12億円、令和３年度補正予算:36億円、令和４年度補正予算:36億円】（再掲）

○平時から、都道府県が関係団体等と連携・調整し、障害福祉サービス施設・事業所等において感染者や濃厚接触者が発生した場合に、

地域の施設・事業所等による支援を行える体制の構築等を行うために必要な経費を支援。

③ 施設内療養を含む感染発生時の留意点等の周知徹底

○施設内療養を含む新型コロナウイルス感染症発生時の留意点及び支援策について、「今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

備えた障害者支援施設等における対応について」（令和３年10月25日付け事務連絡）に整理し、周知。

さらに、令和４年１月21日付け事務連絡や令和４年４月11付け事務連絡においても、再度周知徹底。

④ 障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

○新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、報酬の減額を行わないことや、休業等により、

利用者が感染をおそれて通所しない場合などにおいて、代替施設でのサービス提供や居宅への訪問、電話等でのできる限りの支援の提供

を行ったと市町村が認める場合は、通常と同額の報酬算定が可能。【事務連絡】

（ ３ ） そ の 他

障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大時においても、特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの

受入れが可能であることを医療機関や障害福祉サービス事業所等に再周知【令和４年11月９日事務連絡】

※ この制度の再周知に加え、実際に支援者の付添いを受け入れている医療機関における対応例等を取りまとめた。



新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

障害福祉サービス
施設・事業所等

事業者
都道府県
指定都市
中核市

申請 申請

厚生労働省

財政支援 財政支援

１．感染者や濃厚接触者が発生した障害福祉サービス施設・事業所等がサービス提供の継続に必要となる経費の支援
感染者や濃厚接触者が発生した障害福祉サービス施設・事業所等において、施設・事業所の消毒や清掃に要する費用等、サービス提供の
継続に必要な経費を支援する。

２．感染者や濃厚接触者が発生した障害福祉サービス施設・事業所等に協力する施設・事業所等において必要となる経費の支援
感染者や濃厚接触者が発生した障害福祉サービス施設・事業所等の利用者を受け入れるために必要な人員確保のための職業紹介料や
施設・事業所等に応援職員を派遣するために必要な旅費・宿泊費等、協力する施設・事業所等において必要な経費を支援する。

３．今後に備えた緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等に必要な経費の支援
平時から、関係団体等と連携・調整し、障害福祉サービス施設・事業所等において感染者や濃厚接触者が発生した場合に、地域の施設・事
業所等による支援を行える体制の構築や、コミュニケーション支援等の障害特性に配慮が必要な障害福祉サービス利用者が入院・宿泊療養
をすることとなった場合に医療機関又は宿泊療養施設での支援行うために必要な経費を支援する。

事業内容

○ 新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した障害福祉サービス等の提供体制に対する影響を最小限に留めるため、障害福祉サービ
ス施設・事業所等が、関係者との連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供でき
るよう支援を行う。

○ 施設・事業所等において、感染者等が発生した場合に備え、職員の応援体制やコミュニケーション支援等の障害特性に配慮した支援を可
能とするための体制の構築を行う。

事業概要

○実施主体：上記１、２の事業 都道府県・指定都市・中核市
上記３の事業 都道府県

○補助率 ：上記１、２の事業 国２／３、都道府県・指定都市・中核市１／３
上記３の事業 国２／３、都道府県１／３

事業スキーム等

令和４年度補正予算額：３６億円
〔令和３年度補正予算から令和４年度への繰越額：２１億円〕
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２．グループホームについて



☆ 障害のある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場。
☆ １つの住居の利用者数の平均は６名程度。

いきなりの単身生活には不安がある方 など

☆ 単身での生活は不安があるため、一定の支
援を受けながら地域の中で暮らしたい方

☆ 一定の介護が必要であるが、施設ではなく
地域の中で暮らしたい方

☆ 施設を退所して、地域生活へ移行したいが
いきなりの単身生活には不安がある方 など

具体的な利用者像

援助を実施

☆ 主として夜間において、共同生活を営む
べき住居における相談、入浴、排せつ又は
食事の介護その他日常生活上の援助を実施

☆ 利用者の就労先又は日中活動サービス等
との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の
援助を実施

具体的な支援内容

事業所数・利用者数については、国保連令和4年9月サービス提供分実績

☆ 居室面積：収納設備を除き７．４３㎡

☆ 共同生活住居ごとに１以上のユニットが必要
☆ ユニットの入居定員は２人以上１０人以下
☆ 居室及び居室に近接して設けられる相互に

交流を図ることができる設備を設ける
☆ 居室の定員：原則１人
☆ 居室面積：収納設備を除き７．４３㎡

必要な設備等

グループホームの概要

★住宅地に立地
★入居定員は原則１０名以下

※ 既存の建物を利用する場合は20名以下、
都道府県知事が特に必要と認める場合は
30名以下とすることができる。

※ 日中ｻｰﾋﾞｽ支援型の場合、一つの建物に
複数の共同生活住居を設けることができる。
（定員の合計は20人以下）

グループホーム（共同生活援助）

（介護ｻｰﾋﾞｽ包括型） （日中ｻｰﾋﾞｽ支援型） （外部ｻｰﾋﾞｽ利用型）

利用対象者 障害支援区分にかかわらず利用可能

ｻｰﾋﾞｽ内容 主に夜間における食事や入浴等の介護や相談等の日常生活上の援助

介護が必要な
者への対応

当該事業所の従業者に
より介護ｻｰﾋﾞｽを提供

当該事業所の従業者によ
り常時の介護ｻｰﾋﾞｽを提

供

外部の居宅介護事業所に
委託

報酬単位

世話人の配置及び障害支
援区分に応じて

667単位～170単位

世話人の配置及び障害支
援区分に応じて

1,105単位～252単位

世話人の配置に応じて
243単位～114単位

標準的な時間に応じて
(受託居宅介護ｻｰﾋﾞｽ)

96単位～

事業所数 10,130事業所
680事業所

（平成30年4月～）
1,258業所

利用者数 139,565人
9,493人

（平成30年4月～）
15,135人

利用者数合計 164,193人

48,394 55,983 63,323 
71,866 

81,729 88,897 96,012 102,288 108,302 114,822 122,673 
131,627

143,472 
156,688 164,193 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

利用者数の推移
R4.9月実績

出典：国保連データ（各年度末月）



○ 障害者の重度化・高齢化に対応できる共同生活援助の新たな類型として、「日中サービス支援型共同生活援助」
（以下「日中サービス支援型」という。）を創設。

○ 日中サービス支援型の報酬については、重度の障害者等に対して常時の支援体制を確保することを基本とする。
なお、利用者が他の日中活動サービスを利用することを妨げることがないような仕組みとする。

○ 従来の共同生活援助よりも手厚い世話人の配置とするため、最低基準の５：１をベースに、４：１及び３：１の
基本報酬を設定。

○ 日中サービス支援型共同生活援助（１日につき）
・ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅰ）

※ 世話人の配置が3:1の場合
(1) 区分６ 1,098単位
： ： ：

※ このほか、看護職員を常勤換算で1名以上配置した場合の加算を創設（看護職員配置加算 70単位／日）

○ 住まいの場であるグループホームの特性（生活単位であるユニットの定
員等）は従来どおり維持しつつ、スケールメリットを生かした重度障害者
への支援を可能とするため、１つの建物への入居を２０名まで認めた新た
な類型のグループホーム。

○ 地域における重度障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供するため、短期
入所の併設を必置とする。

2～10人

短期入所１～5人

2～10人

＋

重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類型の創設（日中サービス支援型）
H30報酬改定



グループホームにおける重度障害者の受入体制を整備するため、障害支援区分４以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加える。

グループホームにおける重度化・高齢化への対応

入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、
・夜間支援等体制加算（Ⅰ）を入居者の障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直した上で、
・夜間支援等体制加算（Ⅰ）による住居ごとの常駐の夜勤職員に加えて、更に事業所単位で夜勤又は宿直の職員を追加配置した場合の加算を創設。

グループホームにおける医療的ケアが必要な者に対する支援につ
いて、看護職員を配置するグループホームに対する加算を創設。

【新設】医療的ケア対応支援加算 120単位／日

①重度障害者支援加算の対象者の拡充（強度行動障害を有する者に対する評価）

⑤夜間支援等体制加算の見直し

重度障害者支援加算（Ⅰ）360単位／日 ※ 重度障害者等包括支援の対象者（区分６かつ意思疎通が困難である等の一定の要件を満たす者）

【新設】重度障害者支援加算（Ⅱ）180単位／日 ※区分４以上の強度行動障害を有する者

【新設】強度行動障害者体験利用加算 400単位／日

強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利
用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修の
修了者を配置するグループホームに対する加算を創設。

※重度障害者の個人単位のホームヘルパーの利用の経過措置については、重度障害者の受入体制を確保する観点から引き続き継続。

夜間支援等体制加算（Ⅰ）・住居ごとの夜勤職員を配置 ※１

夜間支援等体制加算（Ⅱ）・宿直職員を配置

夜間支援等体制加算（Ⅲ）・警備会社への委託等

②医療的ケアが必要な者に対する評価 ③強度行動障害を有する者の受入促進（体験利用の評価）

【新設】夜間支援等体制加算（Ⅳ）・事業所単位で夜勤職員を追加配置

【新設】夜間支援等体制加算（Ⅴ）・事業所単位で夜勤職員（夜間の一部時間）を追加配置

【新設】夜間支援等体制加算（Ⅵ）・事業所単位で宿直職員を追加配置

※１ 夜間支援等体制加算（Ⅰ）の見直し
（例）利用者が５人の場合 【現行】（区分に関わらず）269単位／日 ⇒ 【見直し後】区分４以上：269単位／日 区分３：224単位／日 区分２以下：179単位／日

※２【新設】夜間支援等体制加算（Ⅳ）（Ⅴ）（Ⅵ）
（例）利用者が15人以下の場合 夜間支援等体制加算（Ⅳ）60単位／日 夜間支援等体制加算（Ⅴ）30単位／日 夜間支援等体制加算（Ⅵ）30単位／日

（Ⅰ）に上乗せで
加算 ※２

「日中サービス支援型グループホーム」の基本報酬について、重度障害者の受入れのインセンティブが働くようメリハリのある報酬体系に見直し。

④基本報酬の見直し

（例）日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅰ）
【現 行】区分６:1,104単位／日、区分５：988単位／日、区分４：906単位／日、区分３：721単位／日

【見直し後】区分６:1,105単位／日、区分５：989単位／日、区分４：907単位／日、区分３：650単位／日

※ 介護サービス包括型・外部サービス利用型の基本報酬についても、重度障害者に配慮しつつ、経営の実態等を踏まえて見直し。
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R3報酬改定



第１回 10月4日 今後の検討の進め方

第２回 10月25日 実践報告

第３回 11月29日 人材の育成・配置

第４回 12月27日 地域支援体制の在り方

第５回 １月30日 集中的支援 等

※令和５年度中を目途にとりまとめ予定

會田 千重 (独）国立病院機構肥前精神医療センター 療育指導課長
◎市川宏伸 （一社）日本発達障害ネットワーク 理事長
井上雅彦 （一社）日本自閉症協会 理事
田中正博 （一社）全国手をつなぐ育成会連合 専務理事
橋詰正 （特非）日本相談支援専門員協会 理事・事務局 次長
樋口幸雄 （公財）日本知的障害者福祉協会 副会長
○日詰正文 （独）国立重度知的障害者総合施設のぞみの園研究部

部長
福島龍三郎 （特非）全国地域生活支援ネットワーク 理事
松上利男 （一社）全日本自閉症支援者協会 会長
渡邊亘 札幌市保健福祉局 障がい保健福祉部 障がい福祉課

自立支援担当課長
◎座長、○座長代理 （五十音順・敬称略）

強 度 行 動 障 害 を 有 す る 者 の 地 域 支 援 体 制 に 関 す る 検 討 会
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○ 自閉症や知的障害の方で強度行動障害を有する者は、その特性に適した環境調整や支援が行われない場合には、本
人の困り事が著しく大きくなって行動上の課題が引き起こされるため、適切な支援の継続的な提供が必要である。
現状では、障害福祉サービス事業所では受入が困難なために同居する家族にとって重い負担となることや、受け入
れた事業所において適切な支援を提供することができず、意欲のある支援者が苦悩・疲弊し、本人の状態がさらに
悪化するなどの実情もある。

○ このような状況や社会保障審議会障害者部会報告書（令和４年６月）における指摘を踏まえ、強度行動障害を有す
る者の地域における支援体制の在り方、支援人材の育成・配置ついて検討するため、「強度行動障害を有する者の
地域支援体制に関する検討会」を開催することとする。

１．趣旨

４．構成員

３．開催状況

○ 強度行動障害を有する者の地域における
支援体制の在り方

○ 強度行動障害を有する者の支援人材の育
成・配置

○ 適切な支援を行うための評価基準の在り方

２．検討事項
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３．障がい者虐待について



障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態
にあるものをいう。
２ ｢障害者虐待｣とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。
３ 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②放棄・放置、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の５つ。

定 義

１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。
２ 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。

３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長
及び医療機関の管理者に義務付ける。

虐待防止施策

養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保 [設置者等の責務] 当該施設等における障害者に
対する虐待防止等のための措置を実施

[事業主の責務] 当該事業所における障害者に対す
る虐待防止等のための措置を実施

[スキーム] [スキーム] [スキーム]

市
町
村

都
道
府
県

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

市
町
村

附則第２条

政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うため
の方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援、養護者に対する支援等のため
の制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の
施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

検討

通報
①事実確認（立入調査等）
②措置(一時保護、後見審判請求)

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

①監督権限等の適
切な行使

②措置等の公表

通報
通報

通知

報告報告
労働局都道府県

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、平成２４年１０月１日施行）

市町村

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に
対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待
の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

目 的
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区 分 内 容 と 具 体 例

身体的虐
待

① 暴力的行為
・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。
・ぶつかって転ばせる。
・刃物や器物で外傷を与える。
・入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどをさせる。
・本人に向けて物を投げつけたりする。 など

② 本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに障害者を乱暴に扱う行為
・医学的診断や個別支援計画等に位置づけられておらず、身体的苦痛や病状悪化を招く行為を強要する。
・介助がしやすいように、職員の都合でベッド等へ抑えつける。
・車いすやベッド等から移動させる際に、必要以上に身体を高く持ち上げる。
・食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせる、飲み物を飲ませる。 など

③ 正当な理由のない身体拘束
・車いすやベッドなどに縛り付ける
・手指の機能を制限するためにミトン型の手袋を付ける
・行動を制限するために介護衣（つなぎ服）を着せる
・職員が自分の身体で利用者を押さえつけて行動を制限する
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

「障害者虐待の防止と対応の手引き」障害者福祉施設従事者等による障害者虐待類型（例）より

障害者虐待の判断について
○ 障害者虐待については、自治体職員や障害施設従事者等向けの「障害者虐待の手

引き」において具体的に例示。
○ なお、個別の障害者虐待の事実の有無の判断については、自治体において、利用

者や職員への聞き取り、具体的な虐待の状況等様々な状況を踏まえて判断すること
としている。

（身体的虐待の例）



○ 障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐
待に該当する行為と規定されている。

○ また、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」等には、緊急やむを得ない場
合を除き身体拘束等を行ってはならない旨規定。

※ やむを得ず身体拘束等を行う場合には、組織による決定、個別支援計画への記載、本人家族への十分な説明を行うとともに、必

要な事項（その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項）を記録しなければ
ならない。

○ 障害者虐待の手引きにおいて、「緊急やむを得ない場合」については、以
下の３要件をすべて満たすこことといる。

身体拘束について身体拘束について

＜緊急やむを得ない場合の３要件＞
①切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著
しく高いこと

② 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと

③ 一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的であること



［現 行］
① 従業者への研修実施（努力義務）
② 虐待の防止等のための責任者の設置（努力義務）

［見直し後］
① 従業者への研修実施（義務化）
② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、

委員会での検討結果を従業者に周知徹底する（義務化（新規））
③ 虐待の防止等のための責任者の設置（義務化）

(注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等

※  令 和 ４ 年 度 よ り 義 務 化 （ 令 和 3 年 度 は
努 力 義 務 ）

○障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容を盛り込む。

※ 小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組が行えるような取扱いを提示予定。
【例】
①協議会や基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合も研修を実施したものとみなす。
②事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可
③委員会には事業所の管理者や虐待防止責任者が参加すればよく、最低人数は設けない

障害者虐待防止の更なる推進
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想定される研修 内容例

①管理職を含めた職員全体を
対象にした虐待防止や人権意識
を高めるための研修

• 基本的な職業倫理
• 倫理綱領、行動指針、掲示物の周知（虐待防止の委員会で検討された内容を含

めて）
• 障害者虐待防止法等関係法律や通知、指定基準等の理解
• 障害当事者や家族の思いを聞くための講演会
• 過去の虐待事件の事例を知る等
• 職場内研修用冊子の活用

②職員のメンタルヘルスのため
の研修

怒りの感情への対処法を身につけるための研修としての「アンガーコントロール」

③障害特性を理解し適切に支援
が出来るような知識と技術を獲
得するための研修

• 障害や精神的な疾患等の正しい理解
• 行動障害の背景、理由を理解するアセスメントの技法
• 自閉症の支援手法（視覚化、構造化等）
• 身体拘束、行動制限の廃止
• 服薬調整
• 他の障害者福祉施設等の見学や経験交流等
• コンサルテーションの導入

④事例検討
• 障害者のニーズを汲み取るための視点の保持
• 個別のニーズを実現するための社会資源等の情報や知識の習得
• 個別支援計画というツールを活用しての一貫した支援及び支援者の役割分担等

⑤利用者や家族等を対象にした
研修 「わかりやすい 虐待防止法パンフレット」

障害福祉サービス事業所等で実施する虐待防止研修の例


